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令和７年度第２回東大和市介護保険運営協議会会議要録 

 

 １ 日時 

 令和７年１０月１４日（火）午後７時００分から午後８時３０分まで 

 

 ２ 場所 

  東大和市役所会議棟第５、６会議室 

 

 ３ 出席者氏名 

 （１）協議会委員 

 竹原 厚三郎、齊藤 弘子、水落 宏、松岡 寛、吉沢 寿子、米持 尚利、 

山手 威人、沖 育子、細野 恵理子、齊藤 寛、金城 香里、尾崎 尚史 

 （２）事務局 

 関根健幸福祉部保険担当部長兼計画担当課長事務取扱、里見介護保険課長、 

川田地域福祉課長、鮫島介護保険課介護保険係長、西尾介護保険課介護給付係長、 

晴山介護保険課地域包括ケア推進係主任、田中地域福祉課高齢者支援係長 

 （３）その他 

   ㈱ぎょうせい 国吉 広大、中井 雄彦 

 

 ４ 欠席者氏名  

（１）協議会委員 

   小島 基永 

 

 ５ 会議の公開・非公開 

   公開（傍聴者なし） 

 

 ６ 議事 

（１）第１０期介護保険事業計画策定に向けた調査について 

事務局から資料に基づき説明を行った。 

 ① 東大和市高齢者福祉計画・第１０期介護保険事業計画策定に向けた各種調査の概要

について 

第１０期介護保険事業計画策定に向けた調査は、介護保険法第１１７条第５項の規

定に基づき実施をするものである。 

    実施する調査は、国から実施すべき調査として必須のものとして示されている介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査。市独自の調査として、介護保

険事業計画準備調査及び事業者向け調査。 

  ＜介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＞国必須 
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目的：日常生活圏域ごとに地域の抱える課題の特定に資する。 

対象者：６５歳以上で要介護認定を受けていない市内在住者２，０００名。 

   調査内容：国例示の必須項目３５問、オプションの項目３０問、市独自項目２５問。 

必須項目及びオプション項目の回答結果は、厚生労働省の地域包括ケア見える化シ

ステムへ登録を行うため、設問文や選択肢の文言は、変更しない。 

＜在宅介護実態調査＞国必須 

目的：高齢者等の適切な在宅生活の継続、家族等介護者の就労継続、その実現に向け

た介護サービスの在り方を検討する。 

   対象者：６５歳以上で要介護または要支援の要介護認定を受け、かつ、要介護認定申

請の更新申請、区分変更申請に伴う認定調査を受けている市内在住者８５０名。 

   調査内容：国例示の必須項目９問、オプション項目１０問、市独自項目６問。 

  ＜介護保険事業計画準備調査＞市独自 

目的：地域のニーズや課題等を把握し、高齢者福祉政策や介護保険事業に反映する。 

  対象者：６５歳以上で要介護認定を受けていない市内在住者１，２００名。 

（ニーズ調査で対象になった者は除く。） 

調査内容：生活の状況や今後の生活、介護予防や在宅療養などの利用状況など３４問。 

＜事業者向け調査＞市独自 

目的：従業員の確保や育成、事業運営上の課題等に対する取組の状況から、市内事業

所の実態を把握する。 

対象者：市内の介護保険サービス事業所。 

調査内容：人材確保、経営状態や在宅生活継続と利用者のニーズ、ＩＣＴ機器の活用

状況など、３６問を予定。 

 

  ・調査の実施方法、スケジュール案について 

１２月上旬 調査票発送、回答期間 １月上旬まで。 

    実施方法は、調査票は郵送し、同封の返信用封筒で回収。今回からＱＲコードを記

載し、インターネットによる回答の開始を検討中。 

氏名や住所等の個人情報は記載をしない無記名の方式。今回は、調査票に連鎖番号

を付番し、名簿と紐付けることにより、居住区や年齢、性別の把握が可能となる。 

  ・各種調査票の変更点について。 

    国調査票案２種類の見方。黒字は、国の必須項目。青字は、国のオプション項目。

これらの項目は原則として設問文や選択肢の改変が認められていない。緑字と市独自

のマークがついているものは、市独自項目。 

 

 ②介護予防・日常生活圏域ニーズ調査について 

・４ページ問６の１、いいえを選択した場合に、歯科医師への相談をしたか、していな

いかという項目を追加。また、問６の３を追加。 
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・５ページ問５、２問ぶら下げる形で設問を追加。 

 ・７ページ問１選択肢⑤番、国例示に基づき、東大和元気ゆうゆう体操など介護予防のた

めの通いの場に変更。また、問１の下に理由を問う設問を独自で追加。 

 ・９ページ問７、高齢者の地域における役割期待に関する市独自の設問を追加。 

 ・１０ページ１２から問１５の１、委託事業者から提案を受け、孤独・孤立に関する市独

自の設問を追加。内容については、委託事業者から説明。 

→委託事業者 １０ページ問１２から問１５の１、孤独・孤立対策を想定した実態把握

等を目的とする設問を提案。東大和市は、２０２０年の国勢調査の段階で６５歳以上

の単身高齢者の世帯が５，０００世帯を超えており、高齢夫婦世帯を上回る数となっ

ている。今回その状況を踏まえ、国が実施している人々のつながりに関する基礎調査

との比較ができるよう、国の調査項目と同様の設問を提案した。 

    問１２から問１４の３問については、回答の結果を点数化し、孤独感の尺度、どの

程度の孤独感を感じているかを分類分けして集計することを想定。 

問１５、問１５の１において、孤独であると感じていることの有無や、その状況に

至った原因を問う設問を追加。 

    １２ページ問４から問７、認知症に関わる設問を提案。認知症の高齢者の数が増加

傾向にあり、今回の計画において認知症の高齢者本人、その家族への支援対策の充実

が求められている。その前提条件の下、国が認知症に関する基本計画を策定しており、

その重点目標、成果指標に関わる設問である問４から問７を、今回を提案した。 

・１３ページ項番１０、ＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）に関する設問を市独自で

追加。前回も類似の設問はあったが、今回は、ＡＣＰがどういったものなのか例示した。

ＡＣＰの問いは１０の問１から問４までで、ＡＣＰの認知度やＡＣＰについて家族など

と話し合ったことがあるか、人生最後のときをどこで過ごしたいかという内容。調査を

きっかけにＡＣＰの認知度を深めることも狙いの１つ。 

 

③在宅介護実態調査について 

・第１０期より調査票に連鎖番号を付し、抽出者名簿と事後的に紐づける接続方式の調査

方法を採用。これにより本人属性に係る設問が大幅に削減可能となり、回答者の負担を

軽減できた。また、接続式を行う関係から、設問、選択肢は国例示をベースに作成。国

の必須項目、オプション項目の回答は国提供の集計ソフトで集計分析を行う。 

分析の活用例として、要介護度が高くなっても、認知症であっても、介護者が就労を継

続することができているサービスの組合せ、利用回数、またそれに対する家族等の介護

者の不安、その軽減に資するサービス利用の組合せ、利用回数、本人の在宅生活の継続

に資するサービス利用の組合せ、利用回数等が分析例として挙げられている。 

 ・７ページ問６から問１０、認知症に関する設問を委託事業者の提案で、市独自に追加。 

 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査の質疑等】 
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委員 在宅介護実態調査の１ページ、問４、主な介護者の方の性別について、最近多くな

っている、その他（ＬＧＢＴＱ等）に配慮した設問が多いと思うが、今回選択肢にない

理由は。 

 →事務局 今回、国の集計ソフトへの入力を想定しているため、国例示の選択肢を変更し

ていない。選択肢の追加が全くできないわけではないが、集計ソフトが使用できない、

また、他の保険者との比較にその数値が使えない可能性がある。昨今の時代の流れは承

知しているが、今回は変更しない方向で考えている。 

委員 ９ページの問７、非常に分かりづらい。もっと具体的にしたほうがよい。 

→事務局 市独自項目のため、再度検討する。 

委員 ニーズ調査の３ページ、お茶や汁物でむせることがありますかという設問、選択肢

に時々を追加してほしい。新聞を読んでいますかというのも同様。また、８ページの就

労について問う設問、ずっと主婦だった人にとって回答しづらい。 

→事務局 ３ページ問３、５ページの問１０は、国例示の選択肢は２択である。オプショ

ン項目であるため、原則変更できないが、注釈を付ける等は検討できるかと思う。 

  ８ページ６番は、今回国から追加された設問である。オプション項目であるため原則変

更できないが、先ほどと同じく注釈をつける形で補足するのは対応が可能か検討する。 

委員 今の５ページの新聞の設問だが、新聞をスマホやネットで読む人もいるので、そう

いった場合でもいいというような説明があるとよい。 

  また、就労の設問の選択肢２番目に引退した年月日を入れるところがあるが、何年にと

言われても、そこまで記入できない方への配慮も必要ではないか。 

→事務局 問１０の新聞の設問は、選択肢が２択となっているが、例えば、“新聞を読ん

でいる”を「はい」につけていただいた方は、活字で読んでいるのか、デジタルで読ん

でいるのかといった設問や選択肢を追加することは可能のため、検討する。 

 委員 例えば介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は２，０００名。母集団の数が調査によ

って違う理由は。 

→事務局 人数については前回と同じ規模としている。規模の違いによる回答の差のばら

つきは懸念されるが、今回は前回と同じ形で。 

委員 それではちゃんとした基準じゃない。基準はちゃんと決めて人数を決めたほうが

いいと思う。どれぐらいの人数のデータを集めたら、妥当であると判断するかは重要

なことだと思う。 

 委員 ニーズ調査で、１０ページの市の独自調査１２、１３、１４は似たような内容だが、

これをあえて分けている理由は。 

→委託事業者 ニーズ調査１０ページ、問１２から問１４、確かに似たような設問、選

択肢が並んでいる。先ほどの説明のとおり、問１２から問１４は孤独感の尺度を測る

ために使う設問として、アメリカで用いられているＵＣＬＡ孤独感尺度という基準が

あり、国がそれを採用していることから、今回提案した。 

また、先ほど質問のあった配布数について補足説明すると、ご指摘のとおり、アンケー



 -5- 

ト調査で統計上有意な結果が出るかどうかは配布数と回収率によるものである。調査に

よって配布数が異なるのは母数が異なるためだが、必ずしも統計上の計算式に基づいて

決める配布数は、母数が例えば１０万と１，０００と比べたら配布数が大きく変わるか

というと、計算式上大きく変わらない。そのため、前回同様、統計上有意な結果として

問題はないという前回の調査結果を私認めているため、今回も同様の数を配布数という

ことで提案している。 

委員 極端に言うと、一番少ない数の８５０人で全部やれば問題ないと。 

→委託事業者 そのとおり。 

 

④介護保険事業計画準備調査について 

・３ページ項番３については、委託事業者から提案を受けて、ニーズ調査と全く同じ文言

で追加。 

・６ページ問１、かかりつけ医の有無を問う設問。こちらは第９期のアンケートでも実装。

今回はかかりつけ医師のほか、かかりつけ歯科医師及び薬局の項目を追加。また、選択

肢は、前回は３択だが、今回４択。 

 ・７ページ問５から問８、ニーズ調査と同じＡＣＰの独自設問を追加。 

・７ページの項番６、デジタル技術の活用についても第１０期から新しく追加。問１は、

高齢者の方の通信機器の所持状況、問２は、その使用用途。問３は、通信機器を所持し

ていない方向けの設問で、所持していない理由を問うもの。 

・今後追加予定の死後事務委任に関する設問について 

  現在、地域福祉課では高齢者福祉計画・介護保険事業計画などの上位計画となる地域

福祉計画の策定に向け、地域福祉部会で準備を行っている。その部会の中で、死後事務

委任に関する設問を計画の調査に追加してほしいという意見があった。 

   死後事務委任とは、国が検討を進めている（仮）新日常生活自立支援事業、身寄りの

ない高齢者が抱える課題の中の１つで、病院の費用の精算代行、遺体の確認や引取り、

居室の原状回復、家財・遺品の処分、葬儀・納骨の支援など。 

この身寄りのない高齢者などが抱える生活上の課題の対応については、地域福祉計画、

と高齢者福祉計画・介護保険事業計画の両方に関連するが、地域福祉計画がより総合的

な内容であることから、介護保険事業計画の準備調査に設問を追加したいと考えている。 

   現時点の“人生の最終段階で受けたい、あるいは受けたくない医療やケア”に関する

設問は、「終末期の支援や死後の事務を行ってくれる方はどなたですか」という設問、

「終末期や死後の事務のことで不安なことはありますか、また、ある場合は、その支援

はどういった内容ですか」という設問を、追加したいと考えている。 

  

⑤事業者向け調査について 

・赤字は、委託事業者から提案を受け、追加した設問で、内容説明は委託事業者から。 

→委託事業者 事業者向け調査は、前回も東大和市が実施した市独自調査。今回、国で
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も同様の調査を実施しており、その内容を一部反映する形で追加変更等の提案をした。 

 １ページ目の問２、問４は、国調査に準じて変更した。また、２ページの人材確保、

定着等関する問１も、国調査に準じて変更等した。 

   前回の事業者向け調査は、人材の確保に関わる事業者における課題や運営上の課題等

を主に把握する目的で実施した。今回は、それに加え、現に在宅で暮らしている方が在

宅生活を継続する上での課題、継続する上で必要なサービス等を把握するという目的を、

今回新たに加えた。７ページの４番、在宅生活の継続と利用者のニーズ等についての設

問は、国の同様の調査に準じ、選択肢あるいは数字でご記入する設問と、問７のような、

事業所の利用者で在宅生活の維持が難しくなるのは具体的にどのような場合やケースが

多いのかという設問を提案した。 

・９ページ項番５、ＩＣＴ機器の活用等についても第１０期から追加した設問。事業者の

ＩＣＴ機器や介護ロボットの導入状況、活用状況、または導入に当たっての課題点を把

握することを目的としている。厚生労働省が昨今、介護分野におけるＤＸの推進を重要

政策課題として取り上げていることから、今回設問を追加した。 

 

 【介護保険事業計画準備調査、事業者向け調査の質疑等】 

委員 事業者に対する調査の配布予定数は。 

 →事務局 今回、事業所１１０か所、その部数で配布予定。 

委員 事業者調査の９ページ、ＩＣＴが追加されたが、これと共に、制度上義務化された

ＢＣＰの策定状況や災害発生時に何日くらいで事業が再開できるか等、市が状況を把握

するために可能であれば二・三、設問を追加したほうがよいと思う。今、自然災害が多

いので、実際に発生したときに、いろいろな問題が出てくると思う。事前に把握してお

けば市も今後の福祉避難計画とかにも１つの助けにもなると思うので、検討してほしい。 

   また、調査の回収率の問題が毎回出るが、回収率を上げるために今回何か新たなアイ

デアが、２次元コード以外で何か考えていることはあるか。実際元気な高齢者は、書い

てやろうと思って書く人がいるが、高齢の方だと、面倒くさがったり、興味のない人は

回答しない。回収率を上げる新しい取組があれば教えてほしい。 

  →事務局 ＢＣＰ（業務継続計画）に関する設問は、スペースを鑑みながら、設問を検

討する。 

  →委託事業者 回収率を上げる取組について、まず、今回新たにインターネット回答も

可能となりましたが、これまでの実績上、回収率向上にはつながらないという結果が

出ている。今回のインターネット回答の目的は、回収率を上げることではなく、あく

まで回答の利便性向上のみであることをご理解いただきたい。 

    東大和市の前回調査は、決して低い回収率ではなく、まあまあ高い回収率が得られ

ており、今のところ特に新たな方策というのは導入されていない。提案するとすれば、

例えば調査表の表紙に、前回調査を実施した結果、市が新たにこういう取組を始めま

したとか、この調査が何につながるのかを大きく書いて、そういったものがあれば、
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この調査に協力すれば、こういうことにつながるというのを理解していただくという

のがまず１点あるかと思います。 

    もう１点は、他の自治体の事例で、今はＳＮＳを通じて、個別に案内等をすると、

比較的アンケートの回収率が上がるという実績があるので、もし、東大和市で高齢者

の方々とＳＮＳ等でつながっているケースがあれば、それを活用すると回収率向上に

つながるのではないかと考えます。 

  →事務局 数点補足として、ニーズ調査は、前回の回収率は６９．５％。広報、周知に

関しては、市報、市公式ＬＩＮＥ等を活用して進めたいと考えている。 

 委員 ニーズ調査と在宅介護の実態調査に誰が回答したかは分かるのか。 

  →事務局 想定としては、本人。もちろん家族が代理でとか一緒に回答という形も可能。

また、調査票記入者の設問が１ページの一番上に設けており、記入者は把握できる。 

 委員 前回調査時の割合的は。 

  →事務局 ニーズ調査は、本人がほとんどの割合を占めており８６％で９割近く。在宅

介護調査は、本人は５８．９％で６割近い。残りは４１．６％が介護者の家族、親族。 

 

（２）東大和市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画令和６年度実施状況報告（案）に

ついて 

  事務局から資料に基づき説明を行った。 

 ・報告書３ページが認定者数・認定率、４ページが介護度別の認定者割合について、それ

ぞれ認定者数等の表を追加。 

 ・２５ページ、居宅・地域密着・施設サービスの各量・給付費の計画値と実績値の比較に

関する表で、前回までは実績値を行政報告の数値としていた。その行政報告では、単位

として件数と日数を使用。報告書では、人、回、日を使用するため、人数を件数に、回

を日に読み替えて作成していたが、単位が異なるため、量と給付費の計画比がかけ離れ

た数字になってしまうことが分った。 

そこで、今回は介護保険事業状況報告（年報）を基に作成した。報告書と単位が同じ

ため、量と給付費の計画比が行政報告の数値に比べ、かなり近い数値となった。ただし、

現段階では年報が暫定値である。 

 【質疑応答】 

委員 計画値と実績値は、延べ人数、実人数どちらか。 

 →事務局 延べ回数。人はサービスを受けた人数だが、同じ人が１年間ずっとサービス

を受けると、１２人となる。日はサービスを受けた日数で、１年間に受けた日数とな

る。件は、サービスを行った事業所の数で、月単位。同じ事業者が１年間サービスを

行うと１２件となる。 

委員 ２８ページの施設サービスの数値が前回は、量と給付費の単位が違っているため数

値が違ったということか。その違いはなぜか。 

 →事務局 今回は人数、前回は件数で、サービスを行った事業所の数となる。月単位の
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集計をするため、施設をＡからＢに移った場合には事業所の数で言うと２件だが、人

数は１人になるため、数字が違ってくる。 

委員 そういった計算方法のために今回、数値が変わったということで理解すればいいか。 

 →事務局 今回は人数で算出する年報を使っている。前回は件数だったため差が出てい

たが、今回から単位が計画と同じ年報を使って、同じように捉えていく形となった。 

委員 確認だが、２６ページの上から４番目の訪問リハビリテーションは、前回は計画と

比べると３３．３％、計画値は９，５０４回、実績値が３，１６５回。今回、訪問リハ

ビリテーションの計画値は同じ、実績値が７，４６０と倍になっていて、計画比が７８．

５％になっているが、これだけ違っていて、給付費を計算するときに問題ないのか。給

付費は変わっていないため、大丈夫かとは思うが、量を見込むときにこれだけ乖離があ

ると、ちゃんと説明つくのか心配がある。 

 訪問介護も、前回は計画比が７０．１％、計画は１３万２６０回で実績値が９万１，

３９８回だったが、今回は、計画値は変わらないが、実績値が１３万４，４１４回で、

計画値を超えて１０３．２％になっている。これも計画値、計画比と乖離があって、こ

れを基に計算していくのに、これだけ変わってしまっていて大丈夫なのか。 

→事務局 訪問関係、訪問介護や訪問リハビリテーション、訪問介護は、回数を日数に

読み替えていたため、例えば１日に２回利用した場合、回数は２回になるが、日とし

ては１日になる。そのため回数のほうが多くなっていたため、大きな差異が出てきた。 

 また、２５ページと２６ページですが、居宅療養管理指導が大分変わっている。この

数値の単位は人だが、前回は件で読み替えて作成していた。ただ、居宅療養管理指導

は、医科・歯科・調剤の３つのサービスがあるため、月単位で集計すると、人数では

１でも、３つサービスを利用した場合は３件になるため、訪問関係と居宅療養管理指

導の２つは大きく差が出た。 

→事務局 国保連が各事業者の給付実績を集約し、市にその請求がある際の件数が今ま

で使用していた行政報告の数値だが、今回使用した介護保険事業状況報告というのは、

厚労省が各自治体と国保連からの報告をとりまとめて出している数字で、計画策定の

推計時に使用している厚労省の見える化システムの単位と同じになる。そのため、見

比べると、給付費は大差ないが、量は単位の捉え方に違いがあったため、項目によっ

ては差異が出たが、今回、計画値、実績値とも厚労省が出している数値に合わせた。

今後もこの単位で捉えていこうと考えている。 

委員 調査スケジュールの説明があったが、１２月上旬に発送、それで、次の運営協議

会が１１月とすると、次の運営協議会で、今日の意見も含めて、最終的に調査項目が

固まるということでよろしいか。 

→事務局 ご認識のとおり。今日出た意見、質問については、その検討結果を１１月の

運協で報告し、最終確定する形で想定している。 


